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法人統一感染症対策基準　 レベル3

8月8日　から　8月28日　まで

敦賀市社会福祉事業団　感染症対策基準について

　福井県から「感染拡大警報」の継続が発表されました。県内の新規感染状況は急速
に増加し先週の平均感染者は1334.7名との報告がありました。県の基準に準じ引き続
き「レベル3」といたします。
　夏休み期間、お盆休みが重なる期間に入り感染リスクも高くなりやすいと報道でも
伝えられています。引き続き重要な対策は、一人ひとりが体調の変化を感じた場合は
サービスの利用や出勤を控え、先ずは医療機関などに相談すること。また、基礎的な
感染対策と県民行動指針の遵守です。 引き続き、感染防止にご理解とご協力をお願い
致します。

※レベルに応じた事業所内における対応に関しては、各事業所の基準をご参照ください。

※社会生活行動に関しては、利用者様やご家族、職員が同じようにレベルに応じて制限の程度を設定

します。詳細については、市内感染状況等から調整をします。

※対応例や各事業所の基準に関しては、今後の情勢や情報に応じて見直しを行います。

注）行動記録表は事業団職員のみ使用します

～ 基本的感染対策と「おはなしはマスク」の取り組みの徹底を ～


